様式第４号（第７条関係）

水俣市がんばる事業所補助金の交付申請に関する同意・誓約書

水俣市がんばる事業所補助金（以下、「本補助金」という。）の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記事項のすべてに対して同意・誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
１　本補助金交付要綱第７条に基づき申請した補助対象経費については、補助事業計画書に記載の事業のために使用します。
また、補助事業終了後においては、同交付要綱第１６条「財産の処分の制限」の規定に従い、対象物を管理します。
２　市から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。
３　申請書類等に不正等が判明した場合は、補助金の返還及び交付を受けた事業者名などの情報を公表されることに同意します。
４　申請に記載された情報について、市から依頼があった場合、提供することに同意します。
[bookmark: _GoBack]５　当法人（個人事業主にあっては私）は暴力団（水俣市暴力団排除条例（平成２３年条例第２３号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）ではなく、事業者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、又は使用人その他の従業員等、経営に参画するものをいう。以下同じ。）も、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではありません。
６　役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していません。
７　役員等は、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していません。
８　役員等は、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していません。
９　交付要綱の規定を順守し、実績報告をはじめ、補助金額の確定のために必要な書類等について、遅滞なく提出します。

　　　　　　　　　　　　　　【署名欄】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　
